
 

 

  
 

   
 

  

「つくる会」イメージキャラクター

 

皆皆皆さささんんん真真真剣剣剣ににに、、、そそそしししててて楽楽楽しししくくく頑頑頑張張張っっっててていいいままますすす！！！      

公募のかたを中心とする「（仮称）自治基本条例（白岡町まちづくり条例）をつくる

会が、住民参画や住民協働、情報の共有など、まちづくりの基本原則となる自治体運営

のルール（条例）の素案づくりを行っています。 

今回は、第１６回から第１８回までの「全体会議」と「ワークショップ」の状況をご

報告します。 

全体会議・ワークショップの内容 

ここでは、仮に仕分けした「条例」の素案に盛り込む、大項目【Ⅵ地域自治・コミュ

ニティ】、【Ⅶ情報公開・情報共有】、【Ⅷ（住民投票）】の案について、それぞれの具体

的な中身（内容）と、その理由（なぜ、その内容を盛り込みたいのかなど）を全体会議

とワークショップで議論しました。 



 

 ●議論した項目部分とその内容                        

 

 

●条例の素案に盛り

込みたい大項目案 

大項目 

Ⅰ 総論 

Ⅱ 町民 

Ⅲ 住民協働 

Ⅳ 行政 

Ⅴ 議会 

Ⅵ 地域自治・ 

コミュニティ 

Ⅶ 情報公開 

情報共有 

Ⅷ （住民投票） 

Ⅸ まちづくり 

Ⅹ 教育・次世代・

子育て 

Ⅺ 改廃 

今

回

検

討

し

た

項

目

     

 

大項目 中項目 議論した内容 

Ⅵ 地域自治・ 

コミュニティ 

行政区（自治会）、

地域活動、行政区の

役割と責務について 

地域活動の定義や問題点、

行政区（自治会）の役割、自

発的な地域活動の取り組み

とその活性化などについて 

Ⅶ 情報公開・ 

情報共有 

範囲、公開と提供

の原則（罰則）、共有

のしくみ 

町民と町が互いに情報を

提供・共有するための仕組み

づくりなどについて  

 

Ⅷ （住民投票） 

 

意義、範囲、制度、

住民の参画（住民投

票） 

直接町民の意見を問う住

民投票制度の意義や必要性、

運用、投票できる要件などに

ついて 

問合せ 秘書広聴課 住民協働担当 内線３４５、３４６ 

FAX ９２－９０９６ E-mail hisyokou@town.shiraoka.lg.jp 

インターネットからは、白岡町自治基本条例 検索   クリック 

                         

全体会議・ワークショップの結果 

ワークショップで議論された内容は次のページのとおりです。そのうち、大項目「住

民投票」は、項目として残すかも踏まえて議論した結果、町民参加型のまちづくりに

は重要な項目であると委員全員が認識したため、かっこ書きを外して残すこととなり

ました。 

なお、議論された内容については「作業部会」において集約を行い、引き続き次回

の全体会議で課題や論点などを整理していくことになりました。 



●各グループで議論された内容（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

大項目：地域自治・コミュニティ 中項目：行政区（自治会）、地域活動、行政区の役割と責務について 

【行政区（自治会）】・町民は地域において、行政区及び自治会等の地域組織を自治の基本組織として

守り育て、地域活動を通じてコミュニティの確立に努める。 

【地域活動】・町民はＮＰＯ及び目的別集団等による活動やボランティア活動を通じコミュニティと

地域自治の確立に努める。 

【行政区の役割と責務】・行政区は地域活動の場として重要であり、活動を通じ自治意識が向上し、

自治が実現される。また、地域活動により、自治を実現できる人材が育成され、行政運営の場で活動

が期待される。 

 

大項目：情報公開・情報共有 中項目：範囲、公開と提供の原則（罰則）、共有のしくみ 

【範囲】・白岡町情報公開条例に定めている公開できる情報の範囲を準用する。 

【公開と提供の原則（罰則）】・町と議会は白岡町情報公開条例に基づき提供し、地域で持って

いる情報も公開し、お互いに共有していくことが大切である。よって、罰則は要らない。 

【共有のしくみ】・行政は町民に対して、広報紙やホームページなど様々な方法で積極的に情

報公開を行い、町民同士、地域の団体同士の情報共有に努める。 

 

大項目：住民投票 中項目：意義、範囲、制度、住民の参画（住民投票） 

【意義】・住民投票は町民自らが自治に参加する上で重要であり、民主主義を確立させ、町民の意識を高

めるためにも非常に重要である。 

【範囲】・ここでは「町民」の範囲を「住所を有する町民」とする。また、投票ができる年齢は、有権者や十分

な判断を有することができるという理由から、２０歳や１８歳、１６歳からなどの意見があった。 

【制度】・むやみに住民投票をするべきではないが、町の重要な事項など一定の要件が揃えばいつでも

実施できる常設型か、あるいは、別に住民投票条例を設けて具体的な要件を定めるなどの意見があった。

【住民の参画（住民投票）】 

・パブリックコメントや町長への手紙など町民の意向を反映する仕組みの１つだと思うが、それだけでは住

民投票の意義とは違ってくるので、大項目として住民投票を残す。 


